介護保険福祉用具購入費支給申請時の留意事項及びＱ＆Ａについて

1 申請時の留意事項
・申請書の「福祉用具が必要な理由」の記入欄には利用者の身体状態を記入した上で、福祉用具が必要な理由（福祉用具がないと生活できない、福祉用具があることで利用者の自立支援につながる等）を具体的に記入してください。
・貸与と販売の選択制が導入された福祉用具（固定用スロープ、歩行器、歩行補助つえ）については、申請書の「福祉用具が必要な理由」の記入欄に販売を選択した理由を記入してください。 
・購入日時点で利用者の状態が大きく変わった場合などは、購入するか再度検討してください。

2 福祉用具購入に関するＱ＆Ａ 
Ｑ１ 介護保険の適用となる特定福祉用具の部品を交換した場合の部品購入費は、福祉用具購入費の対象となりますか。 
Ａ１ 
　福祉用具を構成する部品については、福祉用具購入費の対象となる福祉用具であって、製品の製造上、部品交換がなされることが前提となっている部品が対象となります。 
ただし、上記に該当する場合でも、交換が必要となった原因が著しく不適切な使用方法による場合は対象となりません。 
交換が必要な状態であることを確認するため、町職員が利用者の居宅を訪問し現在使用している福祉用具を確認させていただく場合があります。

Ｑ２　同一品目を再度購入することはできますか。 
Ａ２ 
　原則として、福祉用具購入においては、同一品目を再度購入することはできません。 
　ただし、通常の使用方法により福祉用具が破損・汚損し、使用継続が困難場合は、例外として再度購入することができます。再度購入する場合は、購入前に町担当に連絡の上、以下の書類を提出する必要があります。 
・現在使用している福祉用具の状態がわかる写真（破損・汚損個所がわかる） 
　※部品交換により継続利用できる場合は、部品交換が優先となります。 
なお、介護保険給付適正化の観点から、次の場合においては、町職員が利用者の居宅を訪問又は窓口での現物確認にて現在使用している福祉用具を確認させていただきますので、現在使用している福祉用具は破棄しないように利用者にお伝えいただきますようお願いいたします。また、当日の立会いをお願いいたします。
・破損・汚損を理由とした、過去５年以内に購入されたもの 
・写真のみでは破損・汚損の程度を確認できないもの 
・身体状況の変化を理由とするものについては、本町においてその状況確認が困難である場合 （本町が保有する認定調査票の確認や担当ケアマネジャーへ聞き取り等をさせていただき、要否を判断しかねる場合は現地確認を行います。）

Ｑ３ 福祉用具購入費の支給の基準日はいつになりますか。 
Ａ３ 
　福祉用具を購入した日（領収日）が基準日となります。例として、３月に福祉用具を引き渡したが、領収日が４月の場合は、次年度の福祉用具購入分として支給限度額に算入されます。また、利用者の負担割合についても領収日時点の負担割合が適用されます。

Ｑ４　福祉用具購入後、入院又は入所した場合は、どうなりますか。 
Ａ４ 
　在宅時に福祉用具を使用した場合は、入院又は入所後であっても支給申請を行うことができます。なお、その場合は入院日や入所日を確認いたします。 
　使用していない場合は保険給付対象外となるため、福祉用具納品時に利用者の身体状況等が変わっていないか確認し、変わっていた場合には福祉用具の必要性について再検討してください。

Ｑ５ 事後申請前に被保険者が死亡した場合、どのようになりますか。 
Ａ５ 
福祉用具を購入後利用者が使用した場合は、利用者が死亡後であっても支給申請を行うことができます。なお、その場合における支給申請書の申請者は、利用者ではなくご家族になります。生前に領収が行えなかった場合の領収証の宛名もご家族になります。

Ｑ６ 同じ福祉用具を複数個販売できますか。 
Ａ６ 
　固定用スロープ、歩行器、歩行補助つえについては、利用者の身体状況や用具の性質等から複数個の利用が想定されるため、同一種目の福祉用具であっても複数購入を認める場合があります。複数購入の申請の際は、申請書の「福祉用具が必要な理由」欄に複数購入の理由を明記して提出してください。 
※固定用スロープを複数購入する場合は、設置場所を明記した住宅の図面を追加で添付してください。
※判断に迷うケース等の場合は、高齢者支援課介護高齢者係まで事前にご相談ください。
